
 

 

『日本初 心理の国家資格』  
50 年前から、心理の仕事を国家資格化すべきであるという議論や、実現しようとする

活動は続いていましたが、その動きは、なかなか一つになることができませんでした。 

そして、その長い時間の中で、たくさんの団体や組織が生まれました。  

 

 産業カウンセラーは、産業、労働の領域において、心理学的知識や、技術を応用し、

安全衛生管理、生産性向上、職場のメンタルヘルスなどの問題に取り組んできました。

旧労働省の管轄下で全盛期には最も国家資格に近いといわれたこともあります。  

 

 教育現場では、スクールカウンセラー制度が導入され、主に臨床心理士や学校心理

士、その他のカウンセラー資格が次々と発足しました。多くの方が臨床心理士を国家

資格だと思われていらっしゃるようですが、これも産業カウンセラー同様、国家資格

を目指しながら、たどり着けなかった資格の一つです。  

 

 そのほかにも、家庭裁判所や児童相談所、福祉施設や医療施設、小さな子どもや、

子育て中のお母さん、お年寄り、犯罪被害、災害被害 …日本社会のあらゆる場所で、

人のこころを扱う仕事が必要に迫られ、いくつも出てきました。  

 

 保険診療が行われる医療の現場で、国家資格のない心理職が、専門職として仕事を

することは、どうしても無理が生じてきます。厚生労働省管轄の国家資格のない専門

職は保険医療制度のチームに入ることができないからです。私たちのように医療機関

で働いている心理職は、もう、それこそ 50 年前から存在していますが、現実的に職

業として成立できることは全体のほんの一握りではないでしょうか。私の所属するク

リニックは、心理部門を別の法人にしていましたので、連携機関として独立し、保険

診療ではなく、患者様に実費をご負担いただくことで運営が成り立っていました。  

 

 心理職に一番近い国家資格として、現在は、精神保健福祉士さんがいらっしゃいま

す。発足よりこれまで、大学で心理学部、学科で学ばれた人たちが、医療現場へ出ら

れる際に取得されることは少なくありませんでした。しかしながら、実際の業務とし

ては心理職としての仕事より、ソーシャルワーカー（福祉士）としての内容が強いと

ころがあります。福祉の社会制度を活用し、精神的障害でお困りの人たちを支援され

るお仕事です。  

 

 公認心理師法案が国会で可決される前にも、実は『医療心理師』という法案が国会

に提出されるところまで行っていました。しかしながら、前述した多くの心理資格を

認定している団体、多種多様な心理職の組織との話し合いが充分ではなかったため、

直前で取り下げて断念した経緯があります。  

 

 社会が多様化、複雑化した中で、日本人は、あまりにもさまざまなストレスに晒さ

れてしまいました。問題も解決方法もひとつではなく、教科書的な常識などは、何度

 



 

 

も見直さなくてはなりません。  

 

例えば、会社でうつになった人が、忙しさや、残業で苦しんでいるのかと思われ、上

司の方が、早く帰れるようにしてあげると、こんどは「やりがい」や「充実感」を失

って無気力になってしまわれたり …。 不登校の生徒には、あまり、「学校へ来い」と

言ってはいけないということを聞き、そっとしておいてあげようとされた、担任の先

生やクラスメイトに、「放っておかれた」とさみしがるお子さんがいらしたり …。  

 

心理的問題に対応する理論、技法、実践方法は、今も尚、増え続けています。  

 

 その専門性を学習し、訓練を受けるだけでも、これから目指される学生さんが迷子

になられないか心配なほどです。個々に対応していく各論も大切ですが、軸になる制

度を作ったり、大枠や概要、方向性を作ることも重要です。  

 

「せめて、医療だけでも」と動いてくださった政治家の先生方が『医療心理師』を法

案にしてくださったのですが、今思えば、予想以上に社会からの期待や需要が強く、

社会全体に『こころの問題』が、深く不安の根を張っていたのかもしれません。それ

らを丁寧に吟味して、そのズレや共通点をひとつにしていく働きかけが必要だったの

ではないかと改めて考えます。  

 

 公認心理師の職責とは、簡単にいいますと『すべての国民の健康に対して心理的な

支援をしなさい』ということです。悩み苦しんでいる人の問題を検討して、最も改善

に効果のある方法を選択し、支援することはもちろんですが、ご本人だけではなく、

その人にかかわる周囲の人たちにも、同様に支援することも条文に書かれています。

そして、心理師が日々の研鑽により得た知識、技術を広めること …つまり教育や情報

提供もその職務に含まれています。  

 

 繰り返しになりますが、心理職はすでに日本社会のあらゆる領域に入り込んでいま

す。実際に国家資格として必要な知識とされている分野は、  

＜医療＞＜福祉＞＜教育＞＜司法・犯罪＞＜産業・労働＞の五分野です。  

それぞれの分野での専門性があり、また、その業界、その社会における、歴史や伝統、

慣習的な常識というものもあるでしょう。  

いきなり、外から入ってきた『心理師』という他所者が、これまでの仕事をやりづら

くすることがあってはなりません。  

 

 恐る恐る、ふたを開けてみると、それぞれの現場では、すでに、しっかりと仕事を

してこられた人たちが、いらっしゃることがわかります。  

 たとえ、心理職としての資格はなくても、その業界、その組織で、心理的な支援に

携わっていらした方々にまずは資格を取ってもらおうという意味合いが、公認心理師

にはあるのではないかと私は考えはじめました。  

 



 

 

そして、これまで、バラバラに活動してきた、いわば孤軍奮闘の人たちが、同じ資格

を取ることで、教えあい、助け合い、連携を取ることで、社会に点在するまだ見ぬ仲

間たちがつながれる動きにできれば …と思ってしまう私は、夢を見過ぎと叱られるで

しょうか … 

 

 お医者さんの医師免許は、ご自分が出来ると思われる科を標榜されていらっしゃい

ます。医学全般を学ばれた後、ご自分の専門を持たれ、所属された学会で、認定医や

専門医などの資格を取得されたり、海外に学びに行かれたり、研鑽を続け、知識や技

術の質を保たれるという職業倫理もあります。  

 

 お医者さんに限らず、あらゆる職業に言えることと思います。  

弛まぬ学習や訓練が仕事の質を上げることは誰もが理解されるでしょう。  

それでも、人間一人の能力、努力には限界があり、手を拡げすぎると、逆に専門性や

質は下がってしまうかもしれませが、同職種、他職種を問わず、互いの仕事を認め合

い、つながりあい、支えあっていくことができたならば、多様化、複雑化してみえる

社会に点在する人と人を結び直すことになり、個人個人の能力を発揮しやすくなるの

ではないでしょうか。  

 

 先日、公認心理師の受験資格を得る現任者講習会に参加しました。専門家としての

心理職だけではなく、医師、福祉士、教師など、様々な領域で専門職として働かれる

中で、人のこころを大切に扱って来られた方々が、真剣に講義に耳を傾け、難しい事

例をそれぞれのご経験やセンスで丁寧に見立てられ、最善の対応を検討される姿に感

じるところがありました。  

 

 国家資格化という大きな動きですので、問題や課題もいくつも出てくるものと、混

乱や批判も覚悟をしなければなりませんが、それでも「信じたい」という人のために、

この道を進むことは価値があると思えます。  

 

 第一回の試験が今年の 9 月にあります。これから五年間は経過措置として、現在何

らかの形で、心理相談援助の仕事をされている方に受験資格が与えられる可能性があ

ります。もし、ご自分も？と思われる方がいらしたら、検討されてもよいのではない

でしょうか？  

 また、資格取得を目的とされずとも、勉強してくださることはお勧めしたいと思い

ます。公認心理師の制度が国民の健康を守るための動きとして、本当に社会から必要

とされているのならば、心理師も含む国民どうしが、お互いを思い合い、お互いから

学び合い、お互いを支え合うことで『日本社会の健康』をみんなで守っていこうとい

う時代にしていきませんか？  
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